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ＡＩの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関する 

プリンシプル・コード（仮称）（案） 

 

１．総論 

（１）基本的な考え方（目的） 

 

 この文書は、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」（令和七年法律第五

十三号）の趣旨を踏まえつつ、ＥＵ ＡＩ Ａｃｔにおける取組（透明性の確保のための措置や著

作権保護のための措置）及びコーポレートガバナンスの分野におけるスチュワードシップ・コー

ド等の取組（コンプライ・オア・エクスプレイン）を参考に、ＡＩ事業者が行うべき透明性の確

保や知的財産権保護のための措置の原則を定め、もってＡＩ技術の進歩の促進と知的財産権の適

切な保護の両立に向け、権利者や利用者にとって安全・安心な利用環境を確保することを目的と

する。 

 

（２）この文書の適用を受ける対象 

 

この文書は、「ＡＩ開発者」及び 「ＡＩ提供者」 （以下これらを総称して「ＡＩ事業者」という。）

に適用されるものとする。 

○ 「ＡＩ開発者」とは、ＡＩモデル・アルゴリズムの開発、データ収集（購入を含む）、前処理、

ＡＩモデル学習及び検証を通してＡＩモデル、ＡＩモデルのシステム基盤、入出力機能等を

含むＡＩシステム （以下これらを総称して「ＡＩシステム」という。）を構築する役割を担う

者（なお、その目的、法人・個人の別を問わない。）であって、当該開発に係るＡＩシステム

の全部又は一部を公衆（不特定の者又は特定多数の者をいう。以下同じ。）に提供した者をい

う。 

○ 「ＡＩ提供者」とは、ＡＩシステム検証、ＡＩシステムの他システムとの連携の実装、ＡＩ

システム・サービスの提供、正常稼働のためのＡＩシステムにおける利用者側の運用サポー

ト又はＡＩサービスの運用を担う者 （なお、その目的、法人・個人の別を問わない。）であっ

て、ＡＩシステムをアプリケーション、製品、既存のシステム、ビジネスプロセス等に組み

込んだサービス （以下これらを総称して「ＡＩサービス」という。）を公衆に提供した者をい

う。 

 

明確化を期すため付言すれば、一の法人又は個人が保有するデータを用いて、その者のみが使

用するＡＩシステムを提供する者は、この文書の「ＡＩ開発者」には含まれない。また、一の法

人又は個人が保有するデータを用いて特化させたＡＩシステムを搭載したＡＩサービスを、その

者のみに提供する者はこの文書の「ＡＩ提供者」には含まれない。 

  

資料２ 
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なお、日本国内に本店又は主たる事務所を有しないＡＩ事業者であっても、ＡＩシステムやＡ

Ｉサービスが日本に向けて提供されている場合（日本国民が利用できる場合を含むがこれに限ら

れない。）には、この文書の適用を受けるものとする。 

 

（３）この文書が採用する手法 

 

この文書は、ＡＩ事業者、ＡＩ利用者及び権利者が置かれた状況やそれぞれの意向等も踏まえ

て制定されたものであり、ＡＩ事業者に対して、ＡＩ事業者に帰属する情報（なお、営業秘密を

含むがこれに限られない。）の強制的な開示を求めるものではなく、以下に示す原則についてコン

プライ・オア・エクスプレインの手法により対応を求めるものである。 

「コンプライ・オア・エクスプレイン」の手法とは、原則を実施するか、実施しない場合には、

その理由を説明するよう求める手法である。すなわち、以下に示す原則の中に、自らの個別事情

に照らして実施することが適切でないと考える原則があれば、それを「実施しない理由」を十分

に説明することにより、一部の原則を実施しないことも想定している。ただし、当然のことなが

ら、ＡＩ事業者は、当該説明を行う際には、実施しない原則に係る自らの対応について、利用者

や権利者の理解が十分に得られるよう工夫すべきである。 

なお、原則を実施しつつ、併せて自らの具体的な取組みについて積極的に説明を行うことも、

利用者や権利者から十分な理解を得る観点からは有益であると考えられる。 

 

（４）この文書の受入れ状況の可視化 

 

この文書の受入れ状況を可視化するため、以下に示す原則を受け入れるＡＩ事業者に対して、

次の事項を期待する。 

 自らの管理及び運用するコーポレートサイト（ＡＩ事業者の概要、事業内容、製品情報等

の公式情報を発信するウェブサイトをいう。）その他これと同等の機能を有するウェブサイ

ト（以下、これらを総称して 「コーポレートサイト等」という。）で次の事項を公表すると

ともに、内閣府知的財産戦略推進事務局所定の参考様式に基づきこれを届け出ること。 

 この文書に定める各原則を受け入れる旨（受け入れ表明） 

 この文書に定める各原則に基づく実施項目 

 各原則の実施項目 

 実施しない原則がある場合には、その理由の説明 

 各項目について毎年、見直し・更新を行うこと（更新を行った場合には、その旨も公表す

ること） 
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内閣府知的財産戦略推進事務局は、この文書に則ったコンプライ・オア・エクスプレインに係

る参考様式を作成し、届出のあった事業者の一覧及び当該事業者が記載・公表した参考様式等へ

のリンク等を公表するとともに、関係省庁や関係団体の協力の下、積極的な届出を各業界に対し

て促すものとする。ただし、内閣府知的財産戦略推進事務局は当該届出の内容について審査を行

うものではなく、第三者からの照会等についても回答しない。 
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２．この文書が示す原則及び例外 

（１）この文書が示す原則 

【原則１】 

ＡＩ事業者は、自らの管理及び運用するコーポレートサイト（ＡＩ事業者の概要、事業内

容、製品情報等の公式情報を発信するウェブサイトであって、すべての者が閲覧可能なものを

いう。）その他これと同等の機能を有するウェブサイトにおいて、次の（１）及び（２）に定

める各事項（以下これらを総称して「開示対象事項」という。）の概要を開示し、利用者及び

権利者を含めたすべての者が閲覧可能な状態にする。 

（１） 透明性確保のための措置 

次の各事項を開示するものとする。 

ア 使用モデル関係 

 名称（識別子、バージョン 等） 

 公開日を含む来歴（過去のバージョンや修正履歴 等） 

 アーキテクチャ・設計仕様（モデル開発において第三者と契約するライセンス

の状況、使用に必要なハードウェア・ソフトウェアやライセンス 等） 

 利用規定（想定する用途や、制限・禁止されている用途の明確化 等） 

 モデルのトレーニングプロセスの内容（トレーニングの方法、推論過程や判断

根拠を含むパラメータの設定 等） 

イ 学習データ関係 

 学習及び検証等に用いられたデータ（データの種類、ウェブクロールや第三者

から取得した非公開のデータセット、公開データセット、その他の手段で収集

されたデータ、合成データの利用有無及び目的 等） 

 クローラ（目的、データ収集期間、名称・識別子、第三者クローラの利用の有

無及びその名称・識別子 等） 

ウ アカウンタビリティ関係 

 ＡＩシステム・サービスの開発・提供・利用中に行われた意思決定等につい

て、技術的に可能かつ合理的な範囲で追跡・遡求が可能な状態の内容（記録方

法、頻度、保存期間 等） 

（２）知的財産権保護のための措置 

次の各事項への対応状況について開示するものとする。 

 適切な権利遵守運用を実現するため、会社として知的財産権保護のための原則

を策定し、責任体制を明確化するとともに、年１回以上これを見直し、その要

旨を外部に公表すること。 

 ＡＩの開発・学習等も含めたデータの活用に関しては、他者の知的財産権を侵害

しないこと。 
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 ペイウォール等のアクセス制限の尊重や robots.txt 等の機械可読な指示に従う

クローラの採用等に取り組むこと。権利者による適切な措置のため、ユーザーエ

ージェント毎に上記の措置を公開し、変更時には通知すること。 

 学習したログを一定期間保持していること 1。 

 いわゆる海賊版サイトなどへのクロール回避に取り組むこと。 

 知的財産権を侵害する生成物の生成を防止する技術的措置を講ずること。 

 利用者に対して、生成物が他者の知的財産権を侵害するものと考えられる場合に

は、これを利用すべきでない旨を周知すること。 

 電子透かし、Ｃ２ＰＡその他のコンテンツの出所や来歴を証明するような技術を

可能な限り実装すること。 

 権利者の適時適切な救済を確保するため、 既存の体制を活用することも含め、

適切な窓口を整備し、申出要件を可能な限り明確化するとともに、その対応記録

を保存すること。 

（細則） 

○ ＡＩ事業者が自ら進んで開示対象事項の詳細を明らかにしておくことを妨げるものでは

ない。 

○ なお、開示すべき概要に係る記載の程度については、別途内閣府知的財産戦略推進事務局

が開示する参考様式を参照されたい。 

  

 
1 ログの保存については、総務省・経済産業省「AI 事業者ガイドライン （第１．１版）」１８頁において、「① 検

証可能性の確保」として「AI の判断にかかわる検証可能性を確保するため、データ量又はデータ内容に照らし合

理的な範囲で、AI システム・サービスの開発過程、利用時の入出力等、AI の学習プロセス、推論過程、判断根拠

等のログを記録・保存する」、「ログの記録・保存にあたっては、利用する技術の特性及び用途に照らして、事故等

の原因究明、再発防止策の検討、損害賠償責任要件の立証上の重要性等を踏まえて、記録方法、頻度、保存期間等

について検討する」と記載されているところである。 
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【原則２】 

自らの権利又は法律上保護される利益の実現のために訴訟提起、調停申立て、ＡＤＲ（裁判外

紛争解決手続）その他の法的手続を現に行い又は法的手続の準備をしている者（なお、その者

から委任を受けた弁護士及び法令により裁判上の行為をすることができる代理人を含む。）か

ら、開示対象事項 （ 「（１）透明性確保のための措置 ア 使用モデル関係」記載の事項を除く。）

について詳細の開示の求めがあった場合において、当該要求が次の事項を満たすときは、ＡＩ

事業者は、当該要求に係る開示対象事項の詳細及び要求に対するＡＩ事業者としての意見を開

示する。 

① 「自らの権利又は法律上保護される利益の実現のために訴訟提起、調停申立て、ＡＤＲ

（裁判外紛争解決手続）その他の法的手続を現に行い又は法的手続の準備をしている者」

に該当することを示す理由が示されていること 

② 開示に係る事項及び意見の利用目的が明示されており、かつ、開示を求める者が当該目

的以外で利用しない旨を誓約していること 

③ ＵＲＬ等のＡＩ事業者において容易にアクセス及び確認可能な情報を示しており、かつ、

当該情報との関係でＡＩ事業者に対して開示を求める事項が特定されていること 

④ ＡＩ事業者に対して求める意見が特定されていること 
（細則） 

○ 原則２が示す開示要求の典型例は次のとおりである。 

 自ら作品を創作してウェブサイトＡに掲載している者が、当該作品と同一又は

類似のＡＩ生成物を発見したため、ＡＩ事業者に対して、当該ウェブサイトＡ

の作品掲載ページのＵＲＬを示して、当該ドメインがクローラによるクロール

対象に含まれているか、第三者から提供を受けた学習データの取得源に含まれ

ているか等について開示を求める場合 

 robots.txtやペイウォールなどの対応をした上で自らのウェブサイトＢに記事

を掲載している者が、当該ペイウォール内の記事と同一又は類似するＡＩ生成

物が出力されることを発見したため、ＡＩ事業者に対して、当該ウェブサイト

Ｂの作品掲載ページのＵＲＬを示して、クローラの名称・識別子、第三者クロ

ーラの名称・識別子、ペイウォール・robots.txtの尊重の状況等について開示

を求める場合 

○ ①に定める「理由」の程度については、要求を受けたＡＩ事業者において「自らの権利

又は法律上保護される利益の実現のために訴訟提起、調停申立て、ＡＤＲ（裁判外紛争

解決手続）その他の法的手続を現に行い又は法的手続の準備をしている者」に該当する

と信じるに足りる理由を示すことが求められる。 
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○ 本原則では、開示対象事項の開示を求める者の権利又は法律上保護される利益の実現に

支障を来すことのないよう、ＡＩ事業者において可能な限り詳細かつ分かりやすい開示

を行うための努力を払うことが求められる。また、開示が求められた学習データ等が営

業秘密に該当すると考えられる場合などにおいても、まずは真摯に検討、協議すること

が期待される。 

○ ＡＩ事業者において、技術的課題やコスト等を踏まえ、合理的な判断の下、過大な負担

を回避するべく、開示対象事項の開示に係る対応方針を自ら明確化して公表することが

望ましい。このような多様なコンプライ・オア・エクスプレインの蓄積により、優れた

取組を行っている事業者に対し、市場原理に基づく評価が適切になされることが期待さ

れるほか、ＡＩ事業者・ＡＩ利用者及び権利者の間の相互理解が深まることが期待され

る。 

○ 原則２の実施に際しては、一定の手数料を設定したり、例えば１回当たりの要求に係る

開示対象事項を５つまで、同一人からの照会を１週間当たり１回までに制限するなどの

回数制限を設けたりする等の濫用的な要求を防止する措置を講ずることが考えられる。

ただし、開示の要求を萎縮させ、困難にし、または諦めさせるような手数料や回数制限

を設ける等の措置をとらないよう留意が必要である。 

○ 開示対象事項を開示する時期については特定のルールを定めるものではないが、開示対

象事項の開示を求める者の権利又は法律上保護される利益の実現に支障を来すことのな

いよう、合理的期間内にすみやかな開示を行うための努力を払うことが期待される。 

○ ＡＩシステム又はＡＩサービスを公衆に提供する者としての説明責任を果たす観点か

ら、本原則を実施する体制構築ができていないことを述べるだけでは「エクスプレイ

ン」として不十分とし、自社の事業規模等を勘案しつつ、当該体制構築が完了する時期

を適切に説明するものとする。  
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【原則３】 

ＡＩ事業者の提供するＡＩシステム又はＡＩサービスを用いて映画、音楽、演劇、文芸、写真、

漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは

映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供する

ためのプログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組

み合わせたものをいう。）を生成した者から、以下の①ないし④記載の事項を示した上で、以下

の④記載のＵＲＬのドメインがＡＩ事業者の提供するＡＩシステム又はＡＩサービスの学習対

象に含まれているか否かに関する開示の求めがあった場合には、ＡＩ事業者は、当該要求に係

る事項の詳細及び要求に対するＡＩ事業者としての意見を開示する。 

① 開示を求める者の生成に係る当該生成物 

② 当該生成物を生成する際に用いたプロンプト 

③ 当該生成物の利用目的 

④ 当該生成物と同一又は類似するコンテンツ（コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関す

る法律第２条１項に定める「コンテンツ」をいう。）が掲載されたＵＲＬ 

（細則） 

○ 原則３が示す開示要求の典型例は次のとおりである。 

 画像を生成することができるＡＩサービスＡを利用してＡＩ生成物を生成した

者が、当該ＡＩ生成物と同一又は類似する画像がウェブサイトＢに掲載されて

いることを発見した場合に、ＡＩサービスＡを提供するＡＩ提供者に対して、

当該ＡＩ生成物、当該ＡＩ生成物を生成する際に用いたプロンプト、当該ＡＩ

生成物の利用目的及びウェブサイトＢのＵＲＬを示して、当該ＵＲＬのドメイ

ン部分がＡＩサービスＡに搭載されたＡＩシステムを開発する際の学習データ

のクロール対象に含まれているか、第三者から提供を受けた学習データの取得

源に含まれているか、仮にＡＩ提供者において回答できない場合には、ＡＩサ

ービスに搭載されたＡＩモデルを開発した者の名称について開示を求める場合 

○ 本原則では、開示を求める者のＡＩ生成物の利活用に支障を来すことのないよう、ＡＩ

事業者において可能な限り詳細かつ分かりやすい開示を行うための努力を払うことが求

められる。また、開示が求められた学習データ等が営業秘密に該当すると考えられる場

合などにおいても、まずは真摯に検討、協議することが期待される。 

○ ＡＩ事業者において、技術的課題やコスト等を踏まえ、合理的な判断の下、過大な負担

を回避するべく、開示に係る対応方針を自ら明確化して公表することが望ましい。この

ような多様なコンプライ・オア・エクスプレインの蓄積により、優れた取組を行ってい

る事業者に対し、市場原理に基づく評価が適切になされることが期待されるほか、ＡＩ

事業者・ＡＩ利用者及び権利者の間の相互理解が深まることが期待される。 
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○ 原則３の実施に際しても一定の手数料を設定したり、例えば１回当たりの要求に係るＵ

ＲＬの数を５つまでとし、同一人からの照会を１週間当たり１回までに制限するなどの

回数制限を設けたりする等の濫用的な要求を防止する措置を講ずることが考えられる。

ただし、開示の要求を萎縮させ、困難にし、または諦めさせるような手数料や回数制限

を設ける等の措置をとらないよう留意が必要である。 

○ 開示する時期については特定のルールを定めるものではないが、合理的期間内にすみや

かな開示を行うための努力を払うことが期待される。 

○ ＡＩシステム又はＡＩサービスを公衆に提供する者としての説明責任を果たす観点から、

本原則を実施する体制構築ができていないことを述べるだけでは「エクスプレイン」とし

て不十分とし、自社の事業規模等を勘案しつつ、当該体制構築が完了する時期を適切に説

明するものとする。 

 

（２）この文書が示す原則に対する例外 

 

ＡＩ事業者の中には、オープンソースソフトウェアを用いてＡＩシステムを開発し又はＡＩサ

ービスを提供している者も存在している。これにより、開示対象事項の一部に開示及び説明のい

ずれも行うことが困難な場合も存在し得ることが想定されるため、この文書は次の例外を定める。 

 

【原則１ないし３に対する例外】 

開発・学習段階（事前・事後学習）を行うＡＩ事業者のうちオープンソースソフトウェアを用

いて事業の全部または一部を実施しているＡＩ事業者であって、開示対象事項の一部に開示及

び説明のいずれも困難な事項が存在する者は、オープンソースソフトウェアを用いている事実

及び当該オープンソースソフトウェアのライセンスの詳細等を明らかにすることで、当該事項

の開示に代えることができる。 
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（３）「エクスプレイン」を選択した場合に関する留意事項 

 

 ＡＩ事業者が本原則の全部又は一部について実施せず、その理由を「エクスプレイン」すると

しても、ＡＩ技術の進歩の促進と知的財産権の適切な保護の両立に向け、利用者にとって安全・

安心な利用環境を確保するというこの文書の目的に鑑み、実施しない原則に係る自らの対応につ

いて、利用者や権利者の理解が十分に得られるよう工夫すべきである。 

なお、この文書の定める各原則を実施することを表明していた場合（すなわち、受入れ表明を

していた場合）であっても、利用規約等の規定に基づき開示対象を絞るなど、実質的にこの文書

の定める各原則を実施していないと評価できる場合には別途「エクスプレイン」を要する。明確

化を期すため付言すれば、契約又は利用規約においてこの文書の示す原則の適用を撤廃又は制限

する規定（オーバーライド条項）が存在しているということを示すだけでは「エクスプレイン」

としては不十分であり、なぜ当該規定を入れて撤廃又は制限をしているのかということを説明す

ることを要する。 

 

（４）その他の事項 

 

政府においては、各事業者の公表内容や具体的な取組の状況等を評価し、政府が実施・運用す

る各種の事業や制度等において、一定のインセンティブを設けることも期待される。 

また、この文書は、ＡＩ事業者による対応の状況、国際的な取組の動向等を勘案し、必要があ

ると認めるときは、その結果に基づいて改定を行うものとする。 

以上 


